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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、企業価値の向上に努めることで各ステークホルダーの利益を最大限に高めるため、コンプラ

イアンスの徹底を基礎に、社内の各部門が生産性の高い効率的な業務活動に邁進できるよう、管理体制及び監査

体制を整え、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来る組織体を整備することがコーポレート・ガバナンス

の基本であると考えております。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ. 企業統治の体制の概要

当社における監査等委員会は監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）で構成され、取締役の職

務執行の適法性及び妥当性を監査・監督等しております。当社は、社外取締役を含めた監査等委員会による監

査体制が経営監視機能として有効であると判断し、当該制度を採用しております。

取締役会は、監査等委員である取締役４名を含め取締役15名（うち監査等委員である社外取締役３名を含め

社外取締役７名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監

督しております。取締役会は、取締役会規程に基づき、原則として毎月１回の定例取締役会を開催しているほ

か、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では法

令及び社内規程に従って重要事項を審議、決定するほか、各部門の担当取締役等から経営成績、業務執行状況

及び予算実績差異報告等を受けております。

執行役員会は、執行役員で構成され、常勤監査等委員である取締役及びグループ内部統制統括部長も出席し

ております。原則として毎月１回開催し、取締役会付議事項及びその他社内規程に定められた事項の決定をし

ております。各部の長は、毎月１回業務執行状況を報告するとともに、関係法令に抵触する可能性のある事項

がある場合は、必ず執行役員会に報告しております。グループ内部統制統括部長は当該事項について必要な調

査を行い、対応実施状況を執行役員会に報告しております。

また、当社は、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会を設置しており

ます。ガバナンス委員会は、代表取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成され、コーポレート・

ガバナンスに関する事項全般を審議しております。指名委員会は、代表取締役及び社外取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）で構成され、当社の取締役及び執行役員の選解任等について審議しております。報酬委

員会は、代表取締役及び社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）で構成され、当社の取締役及び執行

役員の報酬について審議しております。各委員会では、審議した内容を取締役会に対して答申しております。

各機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長・委員長、○は構成員を示しております。）
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ロ. 当該体制を採用する理由

当社は、経営の透明性を高め、迅速な意思決定が出来るように、社外取締役を含む取締役会において取締役

会規程に基づき経営上の重要事項を決定、執行役員会において取締役会付議事項及びその他社内規程に定めら

れた事項の決定をしております。監査等委員会による監査・監督のほか取締役間の相互牽制により適正なコー

ポレート・ガバナンスを確保されているものと考えております。

コーポレート・ガバナンス概略図

③　企業統治に関するその他の事項

イ. 内部統制システムの基本方針

当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制シス

テムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見

直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。

a.　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たす

ため、「ビックカメラ企業理念」、「ビックカメラ企業行動憲章（以下「企業行動憲章」という。）」、

「リスク管理基本方針」及び「コンプライアンスマニュアル」を取締役及び使用人に周知徹底させる。

・コンプライアンス担当役員は人財組織開発部門管掌取締役とし、コンプライアンス担当部を総務法務部と

する。総務法務部は、コンプライアンスに関するマニュアルを作成するとともに、取締役及び使用人に配

布し、研修等を実施することにより、取締役及び使用人のコンプライアンスに関する知識を高め、これを

尊重する意識を醸成する。

・「取締役会規程」及び「執行役員会規程」に基づき、会議体において各取締役及び執行役員の職務の執行

状況についての報告がなされる体制を整備する。

・組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌等を定めた「組織規程」、「職務分掌規程」、及び決裁制度の運

用に関する基本的事項を定めた「職務権限規程」に基づき、これらの規程に従い職務の執行がなされる体

制を整備し、経営環境の変化に対応する。

・グループ内部統制統括部（以下「内部統制統括部」という。）において、内部統制の整備を統括する。
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・コンプライアンス相談窓口、並びに個人情報及び製品事故に関するお問合せ窓口を設置し、広く社内外か

らの情報の入手及びその活用を図る体制を整備する。コンプライアンス相談窓口の運用は、「公益通報者

保護規程」に従い、取締役及び使用人が社内での法令違反行為等についての相談又は通報を行いやすい体

制を構築、周知するとともに、相談者・通報者に対して不利益な取扱いは行わないこととする。

・内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、高い専門性及び倫理観を有する内部統

制統括部による監査を実施する。

b.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、「取締役会規程」、「情報セキ

ュリティ規程」及び「機密情報管理規程」に従い、適切に対応する。

c.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理の管掌役員は内部統制部門管掌役員とし、リスク管理の統括部は内部統制統括部とする。内部

統制部門管掌役員及び内部統制統括部は、「リスク管理規程」に基づき、当社及び関係会社から成る企業

集団（以下「当社グループ」という。）全体のリスクを網羅的に把握・管理する体制（以下「リスク管理

体制」という。）の構築を行い、これを運用する。リスク管理体制は、社会環境の変化に対応する。ま

た、内部統制部門管掌役員又は内部統制統括部の部長は、適宜、リスク管理の状況を取締役会及び監査等

委員会に報告する。

・不測の事態が発生したときは、代表取締役社長を長とする緊急時対策本部を設置し、迅速な対応を行うこ

とにより、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

d.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・「取締役会規程」に基づき、月１回の定例取締役会並びに随時行う臨時取締役会において重要事項の決定

並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有する。

・「執行役員会規程」に基づき、執行役員会は、原則として月１回開催し、重要な決定事項のうち取締役会

決定事項以外の決定及び取締役会付議事項の検討を行うこととする。また、必要に応じて、臨時の執行役

員会を開催する。

・迅速かつ効率的な業務執行を行うため、各部門会議等の諸会議を開催し、その検討結果を経て執行役員会

及び取締役会で決議することとする。

・予算制度に基づき、月次業績をタイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検討・実施する。

・中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役（監査等委員である取締

役及び社外取締役を除く。）ごとに業務目標を明確にする。

・電子稟議等のＩＴシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締役等との情報共有並びに意

思連絡の迅速化・簡素化を図る。

e.　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

・関係会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合する体制

(ⅰ) 「ビックカメラ企業理念」、「企業行動憲章」及び「関係会社管理規程」その他規程等に基づき、当

社グループ全体が一体となって、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体

制を整備する。

(ⅱ) 「関係会社管理規程」に定める所管部が関係会社の統一的内部統制を所管する。当該所管部は、「関

係会社管理規程」に基づき、内部統制統括部と連携し、内部監査を実施する。

(ⅲ) コンプライアンス担当部門は、関係会社の取締役及び使用人が社内での法令違反行為等について当社

への相談又は通報を行いやすい体制を構築するとともに、当社グループの取締役及び使用人に対し、

その役職、業務内容等に応じて必要な研修を実施する。

・関係会社の取締役及び使用人の職務の執行に関する会社への報告体制及びその職務の執行が効率的に行わ

れる体制

(ⅰ) 「関係会社管理規程」に基づき、 関係会社との協議等関係会社の取締役及び使用人の職務の執行に

係る事項の当社への報告に関する体制を整備するとともに、その職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制を整備する。

(ⅱ) 経営の効率化とリスク管理を両立させ、適正な財務報告を実現するため必要となるＩＴシステムを構

築する体制を整備する。ＩＴシステムの構築にあたっては、「情報システム管理規程」や適正な運用

体制を整備するとともに、経営環境や組織、業務とＩＴシステムが相互に与える影響を考慮し、適切

にその効果とリスクを評価した上で、当社グループ全社レベルでの最適化、改善を図る。

・当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理の統括部は、当社グループのリスクを適時適切に把握するため、「リスク管理規程」に基づ

き、関係会社から「リスク管理報告書」の提出を求める等当社グループ全体のリスクの評価及び管理の

体制を適切に構築し、これを運用する。
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f.　財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社グループ各企業は、財務報告の重要事項に虚偽記載が発生するリスクを管理し、低減・予防するため

に、財務報告に係る規程、内部統制を整備し、その運用を図るとともに、経営環境、組織や業務の変化、

変更を評価し、財務報告に係る規程や内部統制の見直しを適時適切に行う。

・取締役会は、当社グループ各企業の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督する。

・内部統制統括部は、各事業年度において財務報告の信頼性を確保する体制を評価し、その結果を取締役会

に報告する。評価の結果、是正、改善の必要があるときには、各主管部は、早急にその対策を講ずる。

g.　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・「企業行動憲章」に、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決

します。」と定め、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むこととしている。また、「企業行動憲

章」並びに「コンプライアンスマニュアル」を当社グループの取締役及び使用人に配布、更に社内研修等

を通して周知徹底に努める。

・総務法務部を反社会的勢力の対応部とし、事案により所轄警察署や弁護士等の外部専門機関との連携を図

るものとする。更に、反社会的勢力に関する情報の収集や、不当要求への適切な対応方法の指導を受ける

こと等により、体制の強化に努めるものとする。

・「契約管理規程」に「反社会的勢力との係りに関する調査・確認」の章を設け、新規の取引を検討する会

社については、反社会的勢力との係りを必ず調査し、問題ない場合にはじめて、取引を開始することとし

ている。また、締結する契約書には、行為規範条項を設け、反社会的勢力との係りがないことを保証さ

せ、抵触した事実が発覚した場合には無催告で解除できるようにしている。既存の取引相手についても社

内規程上反社会的勢力との係りがないことの確認を義務化している。

h.　監査等委員会の職務の執行に必要な体制に関する事項

・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人（以下、「監査等委員会補助者」という。）を置くことを求

めた場合における監査等委員会補助者に関する事項

(ⅰ) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を設置することを求めた場合、取締役会はその職務を遂

行するに足る適切な人材を選定する。

(ⅱ) 監査等委員会補助者は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従うもの

とする。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの監査等委員会補助者の独立性及び指示の実効性に関す

る事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの監査等委員会補助者の独立性及び指示の実効性を確

保するために、監査等委員会補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同

意を得るものとする。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の

監査等委員会への報告に関する体制

(ⅰ) 取締役及び使用人は、「監査等委員会規程」「監査等委員会への報告等に関する規程」及び「監査等

委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に従い、監査等委員会

に次の事項を報告する。

１. 当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要な事項。

２. 毎月の当社グループの経営状況として重要な事項。

３. 当社グループの内部統制統括部及び総務法務部その他監査業務を担当する部の活動概要。

４. 当社グループの内部統制に関する活動概要。

５. 重大な法令・定款違反。

６. 当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事項。

７. コンプライアンス相談窓口の運用・通報の状況その他コンプライアンス上重要な事項。

(ⅱ) 各部を統括する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会と協議の

上、適宜、担当する部のリスク管理体制について報告する。

・関係会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関

する体制

関係会社の取締役、使用人及び監査役、又は、これらの者から報告を受けた者は、法定事項の他以下の

事項を監査等委員会に報告する。

１. 当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要な事項。

２. 監査役等の活動概要。

３. 内部統制に関する活動概要。

４. 重大な法令・定款違反。
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５. 当社グループに著しい損害を与えるおそれのある事項。

６. 当社グループのコンプライアンス相談窓口の運用・通報の状況その他コンプライアンス上重要な事

項。

・監査等委員会に報告した者が報告したことにより不利益な扱いを受けないことを確保する体制

監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な取扱いを受けないよう

にすることとする。その処遇については監査等委員会の同意を得ることとする。

・監査等委員会の職務の執行に係る費用等の処理方針に関する事項

監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払又は償

還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でな

いと認められる場合を除き、「監査等委員会への報告等に関する規程」に基づき、会社がこれを負担す

る。

・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ⅰ) 取締役等の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。

(ⅱ) 監査等委員である取締役は、取締役会のほか、執行役員会その他の重要な会議に出席し、意見を述べ

ることができるとともに、必要に応じて取締役等（監査等委員である取締役を除く。）に対して報告

を求めることができる。

(ⅲ) 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、関係会社監査役等、内部統制統括部及び総務法務部その

他監査業務を担当する部と定期的な会議等をもち、また監査等委員会と内部統制統括部・会計監査人

との十分な連携を図ることにより、監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備する。

(ⅳ) 監査等委員会は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に

対し、その説明を求めることができる。

ロ. 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と

の間において、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償

責任の限度額は、いずれも法令が規定する最低責任限度額であります。

ハ. 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社の全ての取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３第１

項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係

る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであり、１

年毎に契約更新しております。

ニ. 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ

る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするた

め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締

役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第１項の任務を怠っ

たことによる取締役（取締役であったものを含む）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができ

る旨を定款に定めております。これは、取締役がその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環

境を整備することを目的とするものであります。

ホ. 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は20名以内とし、監査等委員である取締役は６名以内と

する旨定款に定めております。
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役職名 氏名 開催回数 出席回数

代表取締役社長社長執行役員 秋保　徹 17回 17回

取締役常務執行役員 安部　徹 17回 17回

取締役常務執行役員 中川　景樹 17回 17回

取締役常務執行役員 田村　英二 17回 17回

取締役執行役員 根本　奈智香 17回 17回

取締役 川村　仁志 ３回 ３回

取締役 中澤　裕二 17回 17回

社外取締役 上村　武志 17回 17回

社外取締役 徳田　潔 17回 16回

社外取締役 中村　勝 17回 17回

取締役（常勤監査等委員） 大塚　典子 17回 17回

取締役（監査等委員） 岸本　裕紀子 17回 17回

取締役（監査等委員） 砂山　晃一 17回 17回

取締役（監査等委員） 利光　剛 17回 17回

ヘ. 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役について、それぞれ区別

して株主総会の決議によって選任しております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票

によらないものとする旨を定款に定めております。

ト. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。

チ. 取締役会の活動状況

当社は取締役会を毎月１回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。

取締役会における具体的な検討内容については、法定の審議事項の他、経営に関する基本方針、組織変更や

重要な人事案、事業の譲渡、サステナビリティ関連課題に関する取組みなどを審議し決議いたしました。ま

た、予実損益、経費分析状況及び執行、サステナビリティ関連課題に関する取組みの進捗などの監督を行って

おります。

なお、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

取締役川村仁志氏は、2023年11月22日開催の定時株主総会をもって退任しております。

リ. 指名委員会及び報酬委員会の活動状況

当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会において、指名委員会は３回開催して

おり、委員長及び構成員は全てに出席しております。その主な議題としては、当社の取締役、執行役員の選解

任等について審議いたしました。

一方、報酬委員会は４回開催しており、委員長及び構成員は全てに出席しております。その主な議題として

は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の報酬について審議いたしました。
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

代表取締役社長

社長執行役員
秋保　徹 1974年12月11日生

1997年３月　当社入社

2012年９月　当社執行役員第二商品部長

2013年10月　当社執行役員商品部長

2015年10月　当社執行役員ＥＣ事業部長

2017年２月　当社常務執行役員ＥＣ事業本部長

2018年９月　当社常務執行役員ＥＣ本部長

2018年11月　当社取締役常務執行役員ＥＣ本部長

2019年８月　当社取締役常務執行役員商品本部長兼

ＥＣ本部長

2020年９月　当社取締役専務執行役員事業推進部門

管掌商品本部長

2020年12月　当社取締役専務執行役員事業推進部門

管掌マーケティング本部長

2022年９月　当社代表取締役社長社長執行役員 (現

任)

2022年11月　株式会社コジマ取締役 (現任)

(注２) 5,100

取締役

常務執行役員

内部統制部門管掌

安部　徹 1961年６月16日生

2005年７月　当社入社

2009年11月　当社取締役経営企画部長

2010年11月　当社取締役経営企画本部長兼経営企画

部長

2010年11月　東京カメラ流通協同組合代表理事

2012年９月　当社取締役常務執行役員経営企画本部

長兼経営企画部長

2013年１月　株式会社東京計画代表取締役社長 (現

任)

2013年11月　株式会社コジマ取締役

2017年２月　当社取締役専務執行役員経営企画本部

長兼経営企画部長兼広報・ＩＲ部長

2020年９月　当社取締役専務執行役員経営管理部門

管掌経理財務本部長兼広報・ＩＲ部長

2020年12月　当社取締役専務執行役員経営管理部門

管掌経営管理本部長兼経理財務部長兼

広報・ＩＲ室長

2022年９月　当社取締役専務執行役員経営管理本部

長

2023年９月　当社取締役常務執行役員経理財務管掌

2024年９月　当社取締役常務執行役員内部統制部門

管掌 (現任)

(注２) 13,900

取締役

常務執行役員

社長室長

中川　景樹 1975年７月17日生

1998年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ

銀行）入行

2002年８月　当社入社

2002年８月　株式会社ラネット取締役

2008年１月　同社取締役副社長

2009年２月　同社代表取締役社長 (現任)

2018年９月　当社執行役員

2018年11月　当社取締役執行役員

2018年12月　当社取締役執行役員デジタルコミュニ

ケーション本部長

2020年９月　当社取締役執行役員ＤＸ・ＤＣ本部長

2020年12月　当社取締役執行役員経営企画本部副本

部長兼サービス開発室長

2021年１月　当社取締役執行役員経営企画本部副本

部長兼事業開発室長

2021年９月　当社取締役常務執行役員経営企画本部

副本部長兼事業開発部長

2022年９月　当社取締役専務執行役員経営企画本部

長

2023年９月　当社取締役常務執行役員情報システム

管掌兼ロジスティクス管掌

2023年10月　株式会社ＴＤモバイル代表取締役会長

2024年９月　同社代表取締役社長 (現任)

2024年９月　当社取締役常務執行役員社長室長 (現

任)

2024年11月　日本ＢＳ放送株式会社取締役 (現任)

(注２) 1,800

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性3名　（役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役

常務執行役員

人財組織開発部門管掌

兼総務法務部長

田村　英二 1960年１月19日生

1983年４月　株式会社リクルート（現株式会社リク

ルートホールディングス）入社

1999年７月　同社社長室長

2010年６月　当社入社

2010年10月　当社経営企画部副部長

2011年４月　当社経営企画部担当部長

2011年９月　当社執行役員人事部長

2016年11月　当社取締役執行役員総務本部長兼人事

部長

2017年２月　当社取締役常務執行役員総務本部長兼

人事部長

2018年９月　当社取締役専務執行役員総務本部長兼

人事部長

2020年９月　当社取締役専務執行役員経営戦略部門

管掌経営企画本部長兼経営企画部長

2021年９月　当社取締役専務執行役員経営戦略部門

管掌経営企画本部長

2022年９月　当社取締役専務執行役員関連事業本部

長

2022年11月　当社取締役専務執行役員関連事業本部

長兼ＡＳ事業部長

2023年９月　当社取締役常務執行役員総務人事管掌

兼総務人事部長

2024年９月　当社取締役常務執行役員人財組織開発

部門管掌兼総務法務部長 (現任)

(注２) 58,700

取締役

常務執行役員

事業戦略部門管掌

兼営業統括部長

溝口　貴治 1974年10月13日生

1993年３月　当社入社

2000年11月　当社池袋東口店店長

2001年１月　当社渋谷東口店店長

2002年８月　当社人事部店舗教育室

2007年10月　ビックカメラ労働組合中央執行委員長 

(専従)

2010年１月　当社新宿東口店店長

2010年８月　当社大宮西口そごう店店長

2012年４月　当社物流部課長

2013年11月　株式会社ジェービーエス代表取締役社

長

2015年６月　当社物流部長

2021年７月　株式会社エスケーサービス代表取締役

社長

2022年４月　株式会社ビックロジサービス代表取締

役社長

2022年９月　当社執行役員社長室長

2024年９月　当社常務執行役員事業戦略部門管掌兼

営業統括部長

2024年11月　当社取締役常務執行役員事業戦略部門

管掌兼営業統括部長 (現任)

(注２) 1,700

取締役

執行役員

サステナビリティ推進室

長

根本　奈智香 1974年９月24日生

1997年３月　当社入社

2009年９月　当社池袋本店副店長

2012年９月　当社執行役員聖蹟桜ヶ丘駅店店長

2013年４月　当社執行役員人事部担当部長

2021年９月　当社執行役員経営企画本部副本部長兼

サステナビリティ推進部長

2021年11月　当社取締役執行役員経営企画本部副本

部長兼サステナビリティ推進部長

2022年９月　当社取締役常務執行役員人財開発部長

2023年９月　当社取締役執行役員サステナビリティ

担当

2024年９月　当社取締役執行役員サステナビリティ

推進室長 (現任)

(注２) 2,300
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役 中澤　裕二 1973年12月28日生

1995年６月　株式会社コジマ入社

2000年７月　同社ＮＥＷ青葉台店店長

2010年４月　同社マーケティング企画室マネージャ

ー

2012年２月　同社マーチャンダイジング部マネージ

ャー

2014年９月　同社執行役員営業本部営業部営業企画

管理支援室長

2016年９月　同社執行役員営業本部営業企画・管理

部長

2018年９月　同社常務執行役員営業本部営業企画・

管理部長

2020年９月　同社社長執行役員

2020年11月　同社代表取締役社長社長執行役員 (現

任)

2020年11月　当社取締役 (現任)

2021年６月　株式会社とちぎテレビ社外取締役 (現

任)

(注２) 2,900

取締役 利光　剛 1972年５月30日生

2000年３月　あさがおシステム株式会社設立 取締役

2002年10月　株式会社エムディービーインベストメ

ントテクノロジー研究所（現株式会社

三菱UFJトラスト投資工学研究所）入社

2011年12月　弁護士登録 松田綜合法律事務所入所

2014年７月　セブンライツ法律事務所設立 共同代表

2017年４月　社会福祉法人慶生会 幹事 (現任)

2017年11月　株式会社インテンスプロジェクト 取締

役 (現任)

2022年８月　利光法律事務所設立 代表 (現任)

2022年11月　当社社外取締役（監査等委員）

2024年11月　当社社外取締役 (現任)

(注２)
1,600

取締役 徳田　潔 1954年６月７日生

1977年４月　株式会社日本経済新聞社入社

1994年９月　株式会社日経ＢＰ出向、日経ビジネス

副編集長

2005年１月　株式会社日本経済新聞社日経ＭＪ（流

通新聞）編集長

2008年３月　同社編集局総務兼電子新聞開発本部事

務局長

2009年４月　同社デジタル編成局長

2013年３月　同社デジタルメディア専務取締役

2015年７月　同社専務執行役員

2016年６月　株式会社テレビ東京上席執行役員

2019年６月　株式会社テレビ東京コミュニケーショ

ンズ顧問

2020年７月　株式会社テレビ東京ホールディングス

嘱託 (現任)

2020年11月　当社社外取締役 (現任)

(注２) 1,100

取締役 中村　勝 1957年１月11日生

1979年４月　株式会社三井銀行（現株式会社三井住

友銀行）入行

1996年10月　株式会社さくら銀行（現株式会社三井

住友銀行）大阪営業第二部 次長

1998年６月　同行虎ノ門支店副支店長

1999年10月　同行プライベートバンキング部グルー

プ長

2001年４月　株式会社三井住友銀行プライベートバ

ンキング営業部グループ長

2007年４月　同行プライベートバンキング営業部 部

長

2010年７月　同行プライベートバンキング営業部 部

長兼エグゼクティブプライベートバン

カー (現任)

2022年11月　当社社外取締役 (現任)

(注２) 1,600
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

取締役 小笠原　倫明 1954年１月29日生

1976年４月　郵政省（現総務省）入省

2005年２月　総務省大臣官房審議官

2012年９月　総務省総務事務次官

2013年10月　株式会社大和総研顧問

2015年６月　株式会社大和証券グループ本社社外取

締役

2015年６月　株式会社スカパーJSATホールディング

ス社外取締役

2015年７月　損害保険ジャパン株式会社顧問

2016年７月　住友商事株式会社メディア・デジタル

事業部門顧問（現任）

2019年６月　東急不動産ホールディングス株式会社

社外取締役

2020年６月　株式会社富士通フューチャースタディ

ーズ・センター顧問（現任）

2021年６月　株式会社コーエーテクモホールディン

グス社外取締役（現任）

2022年６月　一般財団法人ゆうちょ財団理事長（現

任）

2024年11月　当社社外取締役 (現任)

(注２)
－

取締役

（常勤監査等委員）
大塚　典子 1965年９月22日生

1991年８月　当社入社

1998年９月　当社池袋東口駅前店店長

2001年９月　株式会社ビック・トイズ代表取締役社

長

2007年３月　当社内部監査室長

2011年９月　当社内部監査室長兼内部統制室長

2013年９月　当社執行役員内部監査室長兼内部統制

室長

2016年11月　当社取締役執行役員内部監査室長兼内

部統制室長

2018年９月　当社取締役執行役員内部監査・内部統

制管掌

2018年11月　当社常勤監査役

2020年11月　当社取締役（常勤監査等委員） (現任)

(注３) 1,300

取締役

（監査等委員）
岸本　裕紀子 1953年11月15日生

1976年４月　株式会社集英社入社

1981年３月　同社退社

1990年　　　著述業としての活動を始める。(現職)

2004年４月　日本大学法学部新聞学科非常勤講師

2006年１月　当社社外監査役

2020年11月　当社社外取締役（監査等委員） (現任)

(注３) 15,900

取締役

（監査等委員）
砂山　晃一 1957年９月５日生

1981年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ

銀行）入行

2003年３月　株式会社みずほ銀行新潟万代橋支店長

2004年４月　同行神谷町支店長

2005年８月　同行法務部長

2010年４月　同行執行役員法務部長

2012年12月　株式会社丸山製作所常任社外監査役

2015年12月　同社社外取締役（監査等委員）

2019年12月　同社顧問

2020年３月　株式会社共和電業社外取締役（監査等

委員）

2020年11月　当社社外取締役（監査等委員） (現任)

2022年６月　日本金属株式会社社外監査役 (現任)

(注３) 1,900

取締役

（監査等委員）
南　繁芳 1954年２月25日生

1977年４月　株式会社群馬銀行入行

2000年２月　同行桐生南支店長

2002年３月　同行高崎栄町支店長

2004年２月　同行公務・法人部副部長

2006年７月　同行前橋支店長

2009年６月　同行執行役員渋川支店長

2011年６月　同行執行役員高崎支店長

2013年６月　同行常務執行役員高崎支店長

2014年６月　同行取締役本店営業部長委嘱

2016年６月　同行常務取締役本店営業部長委嘱

2017年６月　同行常務取締役

2018年６月　ぐんぎんリース株式会社代表取締役社

長

2021年６月　前橋倉庫株式会社代表取締役社長

2024年６月　同社顧問 (現任)

2024年11月　当社社外取締役（監査等委員） (現任)

(注３) －

計 109,800
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役職名 氏名

常務執行役員ロジスティクス部長 佐藤　壮史

執行役員経営管理部門管掌兼経営企画部長兼新規事業開発室長 佐藤　佑太

執行役員経営企画部担当部長（株式会社東京計画取締役） 中西　敏広

執行役員商品統括部長 矢﨑　信雅

執行役員営業部長 松浦　竜生

執行役員営業企画部長 儘田　雅樹

執行役員ＥＣ事業部長 畑中　英治

執行役員有楽町店店長 川崎　義勝

執行役員グループ内部統制統括部長 苧谷　秀信

執行役員情報システム部長 齊藤　　徳

執行役員法人事業部長 伊奈　和也

(注) 1.　取締役利光剛、取締役徳田潔、取締役中村勝、取締役小笠原倫明、取締役岸本裕紀子、取締役砂山晃一及び取

締役南繁芳は、社外取締役であります。

2.　2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

3.　2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

4.　当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度

を導入しております。2024年11月22日現在における執行役員（執行役員を兼務している取締役は除く。）は次

の11名であります。

②　社外役員の状況

当社は、経営者として、また弁護士として豊かな経験と幅広い見識を持つ利光剛氏、経営者として豊富な経験

と幅広い見識を持つ徳田潔氏、金融機関等で培った豊富な経験・実績・見識を持つ中村勝氏及び行政官として、

また上場企業の社外取締役として豊富な経験と幅広い見識を持つ小笠原倫明氏の４名を社外取締役として選任し

ております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、四氏の豊富な経験に基づき独立した中立的な

立場から、経営判断が当社の論理に偏らないようチェックする機能を担っていただいております。なお、徳田潔

氏、利光剛氏及び中村勝氏は「（２）役員の状況　①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を所

有しており、また、中村勝氏が勤務している株式会社三井住友銀行と当社との間には借入金等の取引実績がある

ものの、その他には、四氏ともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありま

せん。

当社は、学識経験者として貴重な経験と幅広い見識を持つ岸本裕紀子氏、金融機関等で培った豊富な経験・実

績・見識を持つ砂山晃一氏及び南繁芳氏の３名を監査等委員である社外取締役として選任しております。当社は

企業統治において果たす機能及び役割として、三氏のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立

的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。なお、岸本裕紀子氏、砂山晃一氏は「（２）

役員の状況　①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、その他には、三氏

ともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は、中村勝氏を除く社外取締役６名（うち監査等委員である社外取締役３名）を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、当社の社外取締役はコーポレートガバナンス・コード「原則3-1 情報開示の充実」に規定した「取締役

選任基準」に基づき選任され、かつガバナンス委員会の構成員となっております。取締役（監査等委員である取

締役を除く。）及び執行役員の選解任・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たっては、指名・報酬各委員

会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

関係

当社は、代表取締役、社外取締役、監査等委員である取締役で構成されるガバナンス委員会を設置し、外部会

計監査人、内部監査部門及び内部統制部門の出席を求めて、これらとの連携に関する事項及び監査等委員会との

連携に関する事項について、意見交換を行い、提言を頂いております。
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役職名 氏名
当事業年度の

監査等委員会出席率

取締役（常勤監査等委員） 大塚　典子 100%（15回/15回）

取締役（監査等委員） 岸本　裕紀子 100%（15回/15回）

取締役（監査等委員） 砂山　晃一 100%（15回/15回）

取締役（監査等委員） 利光　剛 100%（15回/15回）

（３）【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）により構成され、常勤監査等委員１名

を選定しており、原則毎月１回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております（有価証券

報告書提出日現在）。

監査等委員である取締役のうち、取締役（常勤監査等委員）の大塚典子氏は弊社において長年にわたり内部監

査・内部統制の責任者を務めた後、当社にて取締役（監査等委員でない取締役）２年、監査役２年、監査等委員

４年を務めており、定例の取締役会、執行役員会に出席するほか、重要書類の閲覧、グループ内部統制統括部

（以下「内部統制統括部」という。）等と連携し監査の実効性を高めております。社外取締役（監査等委員）の

岸本裕紀子氏は長年にわたり作家として、また学識経験者として貴重な経験を有しており、その幅広い見識をい

かして、実質的、客観的な経営全般の監視に努めております。また、社外取締役（監査等委員）の砂山晃一氏は

金融機関で要職を歴任した後、上場企業の監査役、監査等委員の豊富な経験を有しており、それぞれ財務及び会

計に関する相当程度の知見を有しており、客観的・中立的立場から経営全般を監視することで当社のコーポレー

ト・ガバナンスの強化・充実に努めております。なお、社外取締役（監査等委員）の南繁芳氏には金融機関で培

った豊富な経験・実績・見識を有しており、その経験と知見を活かし、当社の監査体制を強化するとともに、幅

広い視点からの客観的・中立的な助言や提言を期待しております。

監査等委員会においては、監査計画を策定し、常勤監査等委員の監査実施状況を社外監査等委員に共有し、意

見交換等を通じて、取締役の職務の執行の監査を行っております。また、各監査等委員は、取締役並びに内部統

制統括部、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会等

重要な会議への出席、重要な決算書類の閲覧、常勤監査等委員を中心とした本社・店舗での業務・財産の状況の

調査を行い、内部統制システムの構築・運用の状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明し、子

会社の取締役・監査役等との意思疎通及び情報の交換を図り、会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めるなどの活動を行っております。

監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査の方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び報

酬、内部統制システムの整備・運用状況の監査、サステナビリティ関連リスクに関する対策の管理及び効果検

証、事業報告・計算書類等の監査、監査報告書の作成、監査等委員である取締役の選任議案等を審議いたしまし

た。

各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は次のとおりです。

②　内部監査の状況

業務遂行から独立した組織である内部統制統括部（要員８名）が営業店舗・スタッフ部門・関係会社の内部監

査を行っております。各部門の業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、会計・業務監査を

行うとともに、個人情報を含めた情報管理・人事労務管理の適正性も監査しております。監査結果及び改善事項

は、被監査部門に通知し、改善助言後、改善内容のフォローを行っております。また、代表取締役社長及び常勤

監査等委員並びに主な被監査部門で構成された内部監査報告会さらに取締役会において定期的に内部監査結果を

報告しており、全社的な業務改善に向けた取り組みを行っております。

なお、内部統制統括部は、金融商品取引法上の財務報告の信頼性を確保するために、全社的な内部統制の評価

と重要な業務プロセスの評価も実施しております。評価結果及び改善事項は、被評価部門に通知し、改善助言

後、改善内容のフォローを行っております。

内部統制統括部、監査等委員会及び会計監査人は、必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行う等連携し、

監査の質的向上を図っております。

③　会計監査の状況

a.　監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ
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区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づ
く報酬（百万円）

監査証明業務に基づ
く報酬（百万円）

非監査業務に基づ
く報酬（百万円）

提出会社 86 － 90 －

連結子会社 102 12 117 －

計 188 12 207 －

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 － － － 15

連結子会社 － － － －

計 － － － 15

b.　継続監査期間

16年間

c.　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　：　山野辺　純一

指定有限責任社員　業務執行社員　：　関　信治

d.　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他37名であります。

e.　監査法人の選定方針と理由

監査等委員会における監査法人の選定方針と理由は、次のとおりであります。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監

査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に

提出いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任し、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

監査等委員会は、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、次項の

評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、有限責任監査法人トーマツを再任するこ

とが適当であると判断いたしました。

f.　監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、日本監査役協会の会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を踏まえ、監査法人の品質

管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクを評価

項目とし、監査法人を評価いたしました。

④　監査報酬の内容等

a.　監査公認会計士等に対する報酬

（前連結会計年度）

連結子会社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である、

内部管理体制の課題調査業務等を委託し、対価を支払っております。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

b.　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

（前連結会計年度）

該当事項はありません。
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（当連結会計年度）

当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査

業務）として主に当社サイトに対するテスト工程の設計及び実施を委託し、対価を支払っております。

c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.　監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等の監査報酬は、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定

日数から算出された金額について、当社監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。

e.　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを

確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意いたしました。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員の報酬は、株主総会で承認された報酬限度内で算出しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕

組みとなっております。取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2020年11月19日開催の第40期定時株主

総会において、年額450百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と決議いただいております。ま

た、2021年11月19日開催の第41期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役（監査等委員で

ある取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬限度額を年額100

百万円以内と決議いただいておりましたが、2024年11月21日開催の第44期定時株主総会において、株式報酬型ス

トック・オプション制度を廃止し、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取

締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額100百万円以内、各事業年度に係る定

時株主総会の日から１年以内に割り当てる譲渡制限付株式の数は80,000株を上限とすると決議いただいておりま

す。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年11月19日開催の第40期定時株主総会において、年額80百万

円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員

は、取締役（監査等委員を除く。）11名（うち社外取締役４名）、監査等委員である取締役４名であります。

当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締

役」という。）の個人別の報酬にかかる基本方針を決議し、2024年11月21日開催の取締役会において改定してお

ります。

また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された

報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認してお

り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

当社の取締役の報酬体系は、各取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも

に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役職や職

責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、取締役の報酬は、①各取締役の役割

に応じた金銭による「基本報酬」、②短期インセンティブとしての会社業績と個人のミッション達成状況からな

る金銭による「業績連動報酬等」、③中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成いたしま

す。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営

に対して監督及び助言を行う役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。

なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分

担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定し、その報酬は、客観的立場から取締役の職務の執行

を監査する役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。

また、中長期の業績にコミットする観点から、各取締役（監査等委員である取締役を含む。）は、月額報酬額

の一定額を当社役員持株会に拠出することにより、当社株式を取得し、取得した株式の保有を在任任期中、継続

する制度を設けております。

報酬決定プロセスにつきましては、取締役及び執行役員の報酬額の決定にあたっては、社外取締役（監査等委

員である取締役を除く。）を議長とする任意の報酬委員会にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。また

報酬制度の妥当性については、取締役会から諮問を受けた報酬委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申い

たします。報酬委員会は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）が議長を担うとともに、委員の過半

数を社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）で構成することで、客観性・透明性を強化しております。

取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は、次のとおりであります。

イ　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定

に関する方針を含む。）

取締役及び社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当

社の業績、市場水準等を考慮しながら、予め定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬とし

て支給する。

監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験

等を考慮して監査等委員である取締役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給する。

ロ　業績連動報酬等にかかる業績指標の内容の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動報酬等にかかる業績指標は、企業価値の

持続的な向上を図るためには収益力の向上が重要であるため、連結及び単体の売上高、営業利益、経常利

益及び当期純利益（連結は親会社株主に帰属する当期純利益）とする。業績指標については、環境の変化

に応じて報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとする。
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ハ　業績連動報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ご

との達成状況を考慮し、各事業年度終了後に会社及び個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するもの

とし、在任期間中、月次の報酬として支給する。

ニ　譲渡制限付株式報酬の内容及びその数の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件

の決定に関する指針を含む。）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬は、持続的な企業価値の増大

を目的とした株式報酬制度であり、譲渡制限付株式の割当数は取締役会の決議をもって決定する。

各事業年度における連結及び単体の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益（連結は親会社株主に

帰属する当期純利益）を参考に業績目標を定め、業績目標を達成した場合に割当てを行うものとし、その

支払時期は、取締役会で決定する。また、退任時に限り譲渡制限解除を認めるものとする。

なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象者の行為が、法令又は当社の社内規程等に違反したと取締役会が

判断したとき、譲渡制限付株式報酬に係る譲渡制限付株式割当契約書に定める事項に違反したとき、会社

の名誉を毀損し、あるいは会社に著しい損害を与えたと取締役会が判断したとき、当社の事前の書面によ

る承諾なく競業会社の役職員又は顧問等に就任したときは、累積した譲渡制限付株式を当社が無償で取得

するものとする。

ホ　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議に基

づき代表取締役社長にその具体的な決定を一任する。

代表取締役社長に一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取

締役の個人別の基本報酬の額、業績連動報酬等の額及び譲渡制限付株式の割当数の決定とする。

また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関と

して報酬委員会を設置し、代表取締役社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定する

に際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を最大限尊重することを上記委任の条件

とする。

監査等委員である取締役の基本報酬については、株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監

査等委員である取締役の協議により個人別の報酬額を決定する。

へ　基本報酬、業績連動報酬等の額の割合及び譲渡制限付株式の割当数の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬水準、基本報酬、業績連動報酬等の額の相互の割

合、及び譲渡制限付株式の割当数は、当社と同程度の事業規模に属する企業等を参照して決定する。具体

的には、現金報酬は基本報酬50％、業績連動報酬等50％とし、譲渡制限付株式報酬は前記ニ．のとおり、

業績目標を達成した場合に割当てを行うものとする。

取締役の一任を受けた代表取締役は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬割合の

範囲内で各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容を決定する。

なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が社業全般を統括していることか

ら、取締役会決議に基づきその具体的な決定を一任しており、一任する権限の内容は、株主総会決議によ

り定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬の額、業績連動報酬等の額及び譲渡制

限付株式の割当数の決定としております。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に

行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締役社長が上記委任に基づき取

締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委

員会の答申を得た上で、当該答申の内容を最大限尊重することを上記委任の条件としております。

当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、連結実績は、売上高は       

922,572百万円（目標比 +25,072百万円で達成）、営業利益は 24,388百万円（目標比 +8,588百万円で達成）、

経常利益は 26,674百万円（目標比 +8,474百万円で達成）、親会社株主に帰属する当期純利益は 13,908百万円

（目標比 +6,358百万円で達成）、単体実績は、売上高は 450,356百万円（目標比 +6,356百万円で達成）、営業

利益は 6,383百万円（目標比 +2,983百万円で達成）、経常利益は 11,468百万円（目標比 +4,568百万円で達

成）、当期純利益は 6,142百万円（目標比 +1,642百万円で達成）となりました。

- 16 -



役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員
の員数（名）

固定報酬 業績連動報酬
左記のうち、非金

銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く）
159 88 71 - 6

監査等委員（社外取締役を

除く）
15 15 - - 1

社外役員 41 41 - - 6

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 14 773

非上場株式以外の株式 4 18,976

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 － － －

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 － －

（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引

先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資産運用

を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.　保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

当社の政策保有株式の保有については、経営戦略の一つとして、「事業機会の創出」、「取引・協業関係の

構築・維持・強化」及び「業界における地位の維持・強化」を目的としております。取締役会は毎期、個別の

政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査

し、株価や市場動向等を考慮して継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有

株式の適切な保有に努めております。当事業年度におきましては、政策保有株式はいずれも保有方針に沿った

目的で保有していることを確認し、2023年11月30日開催の取締役会にて報告しております。

b.　銘柄数及び貸借対照表計上額

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式会社ＴＢＳ

ホールディングス

4,190,000 4,190,000
資本業務提携を行い、業務提携の維持・

強化のため保有しております。定量的な

保有効果は記載が困難であるため記載し

ておりません。保有の合理性はa.で記載

の方法により検証しております。

無

16,915 10,795

株式会社ヤマダ

ホールディングス

3,801,560 3,801,560
経営戦略上、保有しております。定量的

な保有効果は記載が困難であるため記載

しておりません。保有の合理性はa.で記

載の方法により検証しております。

無

1,719 1,741

株式会社テレビ東京

ホールディングス

57,400 57,400
広告関連の協業を行い、取引関係の維

持・強化のため保有しております。定量

的な保有効果は記載が困難であるため記

載しておりません。保有の合理性はa.で

記載の方法により検証しております。

無

221 176

日本空港ビルデング

株式会社

24,000 24,000
合弁会社を設立し、空港ターミナルビル

内等にて物品販売店の維持・強化のため

保有しております。定量的な保有効果は

記載が困難であるため記載しておりませ

ん。保有の合理性はa.で記載の方法によ

り検証しております。

有

120 165

c.　特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

みなし保有株式

該当事項はありません。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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